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ま え が き 
 

昭和54年末現在、わが国の運転免許保有者数は4,100万人を超え、自動車保有台数は3,700万台に

達している。まさに国民皆免許時代、大量交通時代を迎えたといえよう。 

こうした状況に伴い、企業等において使用する自動車もますます増加の傾向にあり、企業等にお

ける事業活動と自動車の使用とを切離して考えることはできなくなっている。その意味で企業等に

おける安全運転管理の充実強化は、交通事故防止対策上ますます重要なものとなって来ている。 

安全運転管理者制度は、発足以来、関係者の努力によって着実にその内容の充実が図られており、

近では昭和５３年１２月１日から施行された改正道路交通法において、企業等における安全運転

管理体制の充実強化を目的とした関係規定の大幅な整備が行われている。 

自動車安全運転センターでは、運転者の資質を向上し、安全運転の徹底を期するため、運転免許

を受けた者の自動車の運転経歴に関する資料及び交通事故に関する資料の提供等を行うほか、交通

事故の原因となる事象や安全な運転の確保に関する調査研究を行い、交通事故の防止と運転者の利

便の増進に努めているところであるが、このたび企業等における安全運転管理の充実強化に資する

ため運輸省から自動車事故対策費補助金の交付を受けて全国20都道府県の安全運転管理者を選任

している約1,000事業所を対象に、企業等の安全運転管理方策の実態を調査し、企業内運転者の交

通事故や違反との関係を解析することとした。本報告書は、その結果をとりまとめたものである。

今後、この報告書が企業等における安全運転管理の充実強化を図るための資料として活用され、交

通事故防止の一助ともなれば幸いである。 

なお、この調査研究に参加された委員各位と、調査に御協力をいただいた方々に対し深く感謝の

意を表する次第である。 
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第１章 研究目的と方法 
 

１－１ 調査研究の目的 

企業等における安全運転管理の充実強化は今後の交通事故防止対策上きわめて重要な課題で

ある。 

本調査研究は、安全運転管理者の選任されている企業等の安全運転管理の実態を調査し、企

業内運転者の交通事故・違反との関係を分析することにより有効な安全運転管理方策を見出し、

もって安全運転管理の充実強化と交通事故防止に寄与することを目的としている。 

 

１－２ 調査対象 

調査の対象は、表１－１に示す２０都道府県の安全運転管理者選任事業所
〔注）

と し、サンプル数

は1,000を目標としたが 終的には1,021となった。 

調査対象都道府県の選定にあたっては、人口集中率、人口集中地区密度、事業所数、民力等

のデーターから地域特性を見出し、大都市型と小都市型のグループに分け、それぞれのグルー

プから免許人口当りの人身事故件数、死者数、違反者数等を勘案し、特定地域に片寄らないよ

うに選定した。 

調査対象事業所の抽出は、各都道府県において「安全運転管理者カード」から特定グループ

（事業所規模、業種、安全運転管理の程度等）に片寄らないように考慮して行った。 

 

〔注〕安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数は乗車定員が１１人以上の自動車

にあっては１台、その他の自動車にあっては５台(ただし、自動二輪車１台は、0.5台

として計算)である。(道路交通法施行規則第９条の８)。 

 

表１－１ 都道府県別調査対象事業所数 

 
 

 

 

－１－ 



１－３ 調査項目 

表１－２には企業等の安全運転管理のために実施すべき業務についてとりまとめた。 

調査項目はアンケート調査になじむ項目を表中から選択した。＊印が調査した項目であり、

事業所の業種、規模、安全運転管理者の地位・業務等、運転者管理業務、車両管理業務、及び

運転者の事故、違反件数等である。 

 

表１－２ 安全運転管理業務一覧(＊印は調査対象項目) 

 
 

－２－ 
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１－４ 調査研究方法 

調査は、昭和５４年８月から９月にかけて対象事業所の安全運転管理者を対象として行った。

調査方式はアンケート法である。 

調査票はあらかじめ安全運転管理者に配付のうえ記入を依頼しておき、後日回収するという

方法を原則とした。 

調査研究作業全体の流れは次図のとおりである。 

 

図１－１ 調査研究の流れ 
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第２章 安全運転管理の実態 
 

２－１ 集計方法 

調査対象事業所における安全運転管理の実態を明らかにするために、業種と必要に応じて企

業規模（対象事業所を含む会社全体の総従業員数）及び事業所規模（事業所従業員数）の３つ

を指標として各設問ごとに集計した。 

（１）業種の分類 

業種の分類については、調査票上は「その他」を含めて１６業種に分類されているが、標

本数の少い業種もあり、集計に際しては、表２－１－１に示す８業種に分類した。 

 

表２－１－１ 業種の分類 

 
（注）「その他」には、農業、林業、漁業、鉱業、 

不動産業、通信業等が含まれる。 

 

 

（２）企業規模の分類 

調査対象事業所を含む会社全体の総従業員数（支社、支店、営業所、出張所等のある場合 

は、それらのすべて加算した総従業員数）を企業規模の指標とした。 

分類については、表２－１－２のとおりである。 

 

表２－１－２ 企業規模の分類 

 
 

 

 

－５－ 



（３）事業所規模の分類 

調査対象事業所の総従業員数を事業所規模の指標とした。 

分類については、表２－１－３のとおりである。 

 

表２－１－３ 事業所規模の分類 

 

２－２ 調査対象事業所の概要 

（１）業 種 

調査対象1,021事業所を業種別事業所数でみると、製造業（２４９事業所、構成率２４.４％）

卸売・小売業(２４７事業所、同２４.２％)建設業(２２３事業所、同２１.８％）の３業種で全

体の70％（７１９事業所）を占めている。 

 

 

図２－２－１ 業 種 

 
(注)数字は構成率、( )内の数字は、対象事業所数 
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（２）会社(事業所)従業員数 

調査対象の事業所を含む、会社全体の総従業員数を企業規模の指標（３００人未満を中,小

企業、３００人以上を大企業とする）として業種別に企業規模の構成をみる。 

会社総従業員数３００人未満の企業は、 サービス業（88％）、卸売・小売業（79％）、建

設業（76％）の３業種に多い。 

会社総従業員数３００人以上の企業は、金融・保険業（84％）、電気・ガス業 （83％）の

２業種に多くみられる。 

次に調査対象事業所の従業員数を、１００人未満の事業所と１００人以上の事業所に分けて

業種別にみると、ほぼ前述の業種別企業規模に対応しており、１００人未満の事業所は卸売・

小売業、サービス業、建設業の３業種に多くみられる。しかし、１００人以上の事業所は、企

業規模と傾向を異にし、官公署・公団・公社、製造業、電気・ガス業に多い。金融・保険業は、

企業規模では大きいところが多いが、個々の事業所の従業員数は少ないところが多い。 

 

 

 

図２－２－２ 会社総従業員数         図２－２－３ 事業所従業員数 
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表２－２－１ 会社総従業員数 

 
 

 

 

 

表２－２－２ 事業所従業員数 
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（３）資本金 

金融・保険業は全事業所が、電気・ガス業は８３％が資本金１００億円以上の会社である。 

資本金の多寡は、従業員数を指標とした企業（事業所）規模とよく対応している。 

 

図２－２－４ 資本金 

 
表２－２－３ 資本金 

 
(注)官公署・公団・公社５７事業所を除く 
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（４）車両総台数 

保有車両台数は 、事業所規模の大小に対応しているが 、業種別平均保有車両台数をみると、

電気・ガス業が３９.４台、官公署・公団・公社が３４.０台と他の業種に比較して多い。これは、

この２業種の規模が大きいことに要因するものと考えられる。 一方事業所規模の大きい金融・

保険業が１８.０台、製造業が１９.２台と保有車両が少なく、反対に事業所規模の小さい建設業

が３１.９台、卸売・小売業が２８．９台と保有車両が多い。このことから、保有車両の多寡は、

事業所規模のみならず業種要因も強く影響しているといえる。 

 

図２－２－５ 業種別車両総台数       図２－２－６ 事業所規模別車両総台数 

 
 

 

表２－２－４ 業種別車両総台数 
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（５）月間平均走行距離 

１台当りの月間平均走行距離では、サービス業が１６０８.８１kmで も多い。次いで製造業

の１５７５.７km、卸売・小売業の１５３２.９kmが続いている。サービス業及び製造業は、保有

車両は少ないが平均走行距離は多い。卸売・小売業は保有車両も多く、平均走行距離も多い。 

 

 

 

図２－２－７ １台当り月間平均走行距離 
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（６）運 転 者 

ア．運転者数 

調査対象の1,021事業所で車両の運転に従事している運転者は、全部で37,846名となっ

ているが、このうち運転専従者が8,158名(21.6％)で５人に１人の割合となっている。運

転者数の多い業種は、卸売・小売業(8,963名、23.7％)、建設業(8,353名、22.1％)、製造

業(7,749名、20.5％)の３業種である。 

業種別に運転専従者率を比較すると、専従運転者の多い業種は、サービス業(43.7％)、

金融・保険業（42.3％）、官公署・公団・公社(31.5％)である。反対に電気・ガス業は6.3％

で も少ない。 

 

 

 

表２－２－５ 運転者数 

 
(注) 運転専従者率は、個々の事業所(業種別)ごとに、専従者数／(専従者数+兼務者数)×100で専従者率を算出し、

その総和を、業種ごとの回答事業所数で除したものである。 
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イ．事業所別運転者平均年齢 

運転専従者の平均年齢が３０代である事業所と４０代である事業所がほぼ同率で、両方

を合せると80％以上を占める。 

そのなかで、平均年齢３０代である事業所が多い業種は卸売・小売業、平均年齢４０代

である事業所が多い業種は金融・保険業である。 

企業規模別にみると、規模の大きいところほど平均年齢が高い。 

運転兼務者の平均年齢は全体に３０代である事業所が多いが、そのなかで卸売・小売業

と金融・保険業は平均年齢２０代である事業所が多く、電気・ガス業は平均年齢４０代で

ある事業所が多い。 

 

図２－２－８ 業種別事業所運転者平均年齢 

 
 

図２－２－９ 企業規模別事業所運転者平均年齢 
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ウ．事業所別運転者平均勤続年数 

事業所別の運転専従者の平均勤続年数は、企業規模が大きいところほど長い。業種別に

みると官公署・公団・公社と金融・保険業の２業種に平均勤続年数の長い事業所が多い。 

運転兼務者の平均勤続年数も、同様に企業規模の大きいところほど長い。業種別にみる

と官公署・公団・公社と電気・ガス業の２業種に平均勤続年数の長い事業所が多い。 

 

図２－２－１０ 業種別事業所運転者平均勤続年数 

 
 

 

図２－２－１１ 企業規模別事業所運転者平均勤続年数 
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２－３ 安全運転管理者 

（１）年齢構成 

４０代と５０代で70％以上を占めている。金融・保険業は４０代の安全運転管理者が多

く(60％）、平均年齢も４５.２歳と も低い。電気・ガス業は、５０代が多く、平均年齢

も４９．８歳と も高い。 

 

 

 

図２－３－１ 安全運転管理者の年齢構成 
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（２）在任年数 

電気・ガス業（平均在任年数3.1年）、金融・保険業（同4.8年）、官公署・公団・公社

(同4.4年)等の比較的企業規模の大きい事業所では在任年数が短かく、2年以下の安全運転

管理者が40～60％を占めている。 

また、卸売・小売業（平均在任年数7.2年）、サービス業（同7.0年）、製造業(同6.9年)、

建設業(同6.3年)等の比較的企業規模の小さい事業所では在任年数が長くなっている。 

 

図２－３－２ 安全運転管理者の在任年数 

 
 

 

表２－３－１ 安全運転管理者の在任年数(年) 
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（３）勤続年数 

電気・ガス業（平均勤続年数27.9年）、官公署・公団・公社（同25.8年）、金融・保険業

(同23.2年)等の比較的企業規模の大きい業種の事業所の安全運転管理者の勤続年数が長い。 

  サービス業（平均勤続年数15.2年）、建設業（同15.5年）、卸売・小売業（同18.1年）、

製造業（同18.3年）等の比較的企業規模の小さい業種の事業所では、勤続年数が短かい。 

 

 

図２－３－３ 安全運転管理者の勤続年数 
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（４）職制上の地位 

官公署・公団・公社（課長、課長代理６１％）、電気・ガス業（同５９％）、金融・保険

業（同５６％）等の企業規模の大きい業種の事業所では、５０％以上が課長又は課長代理の

者を安全運転管理者に選任している。 

また、建設業、卸売・小売業、サービス業等の企業規模の小さい業種の事業所では役員自

らが安全運転管理者を兼ねる場合が多く（いずれも３４％）、これに部長職の者を安全運転

管理者に選任している場合を加えると３業種とも約半数に達している。 

 

図２－３－４ 安全運転管理者の地位 

 
表２－３－２ 安全運転管理者の地位 

 
(注)無回答事業所(建設業１) 
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（５）専任・兼任の別と兼任者の安全運転業務率 

専任の安全運転管理者を選任している事業所はきわめて少なく、全体の３％（1,021事業

所中、31事業所）である。兼任の安全運転管理者の置かれている事業所（945事業所）にお

いて、安全運転管理者が全体の業務量のうち、どれぐらいの割合を安全運転管理業務につい

やしているかをみると、１割未満という事業所が全体の４１％を占め 、５割以上を安全運

転管理業務にふりむけている事業所はわずか５％にすぎない。 

 

 

図２－３－５ 兼務管理者の安全運転管理業務率 

 
 

表２－３－３ 安全運転管理者専任、兼任の別 
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（６）手当支給の有無と支給額 

安全運転管理者に手当を支給している事業所は、８３事業所（８．１％）である。 

手当を支給している事業所(８３所)について、その額をみると、1,000円から5,000

円未満が４７％(３９事業所）で も多く、次いで5,000円から10,000円未満の２７．７％

(２３事業所)となっている。 

業種別にみると、建設業は10,000円から15,000円未満の手当を支給している事業所が

多く、製造業は1,000円から5,000円未満のものが多い。 

 

 

 

 

表２－３－４ 手当支給の有無と支給額 
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（７）安全運転管理業務に対する権限 

運行管理、運転者教育、優良運転者の表彰等、安全運転管理のための直接的な業務につい

ては、約半数の事業所で権限が与えられている。 

しかし、車両の廃車や購入、施設の新設等、予算の伴う業務については、権限の与えられ

ている事業所は少なくなり、運転者の採用、昇格、配置転換等、人事管理面について、権限

の与えられている事業所は３割弱にすぎない。 

 

図２－３－６ 安全運転管理者の権限 
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（８）業務内容 

全体的には、運転者への指示（実施率84.6％）、事故時の処置（同81.5％）、事故運転

者の指導（同79.8％）等の業務が高率を占めている。社内免許の審査(同34.1％)は未だ管

理面に十分導入されていない。 

業種別にみると、講習会、社内免許の審査が電気・ガス業でよく行われているが、金融・

保険業は低調である。タコグラフの活用による管理は建設業においてやや高くなっている。 

 

 

表２－３－５ 業務内容(重答) 
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（９）副安全運転管理者の人員と職制上の地位 

副安全運転管理者を選任している事業所は、1,021 事業所中４２４事業所（41.5％）であ

る。建設業（ 平均選任数2.0人 ）、電気・ガス業（ 同1.97人）、官公署・公団・公社（同

1.86人 ）の３業種が比較的多くの副安全運転管理者を選任している 。職務上の地位は、電

気・ガス業・金融・保険業等のように企業規模の大きい業種の事業所では、係長が多く、係

長以下を合せると80％以上を占める。 

 

 

表２－３－６ 副安全運転管理者の人員構成 

 
表２－３－７ 副安全運転管理者の職制上の地位 
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２－４ 運行管理 

（１）定期運行車両 

定期運行車両を有している事業所は、1,021事業所中、383事業所（37.5％）ある。 

業種別にみると、製造業（ 51.4％）、サービス業（ 50.7％）、金融・保険業( 48.0％)

の３業種に、定期運行車両を有する事業所が多い。 

平均定期運行車両率では、前記３業種の中で、サービス業が も高く（ 30.0％）、以下

製造業(20.1％)、金融・保険業(18.5％)となっている。 

次に、運行基準図に基づいて運行している事業所は、全体的に少い(25.6％、定期運行車

両を有する383事業所中、98事業所)がその中で定期運行車両の多いサービス業は、他の業種

に比較すると、運行基準図に基づいて運行している事業所が多い(50.0％)。 

 

 

表２－４－１ 定期運行車両 

 
(注)定期運行車両率は、個々の事業所(業種別)ごとに、(定期運行車両数／車両総 

台数)×100で算出し、その総和を業種ごとの回答事業所数で除したものである。 
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（２）車両と運転者の組合せ 

車両と運転者の組合せを決めている事業所(１人１車制)は、卸売・小売業(平均72.7％)

が も多い。以下、建設業（同59.3％)、金融・保険業(同57.2％)、サービス業(同56.0％)、

製造業(同54.4％)の順に続いている。 

 

 

 

 

表２－４－２ １人１車制台数率 

 
(注)１人１車制台数率は、業種別に、個々の事業所ごとに(運転者の決って 

いる車両数／車両総台数)×100で算出し、その総和を業種ごとの回答 

事業所数で除したものである。 
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（３）朝礼(終礼)の実施状況 

ア．実施頻度 

全体的に朝礼は終礼に比較するとよく実施されている。なかでも電気・ガス業では78％

の事業所で毎日実施されて語り、「時々実施」 を含めると 92％ の高率になっている。

その他、比較的よく行われている業種は、卸売・小売業と官公署・公団・公社の２業種で、

いずれも51％が毎日実施している。 

終礼は、いずれの業種も実施状況が悪いが 、朝礼をよく行っている電気・ガス業では

「時々実施」を含めると48％の事業所で実施されている。 

 

 

 

図２－４－１ 朝礼(終礼)実施状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２６－ 



イ．朝礼(終礼)を実施しない理由 

朝礼を実施しない理由としては、「勤務時間が同じでない」（49％）と「自宅から仕事

先に直行」（24％）を理由とするものが多い 。終礼を実施しない理由としては、「勤務

時間が同じでない」(82％)と「多忙」(57％)を理由とするものが多い。 

業種別にみると建設業は、朝は自宅から仕事先に直行し、帰りは仕事先から自宅へ直行

というケースが多い。 

卸売・小売業は「多忙」を、サービス業は「必要がない」を理由とする事業所が多い。 

 

表２－４－３ 朝礼を実施しない理由(重答) 

 
表２－４－４ 終礼を実施しない理由(重答) 
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（４）免許証の確認 

免許証所持の確認は大半の事業所が時々実施する程度である。しかも、全く行っていない

事業所が全体の２３％を占めている。とりわけ、卸売・小売業では３０％、金融・保険業で

は２８％の事業所が免許証の確認を行っていない。 

毎日免許証の確認を実施している事業所は官公署・公団・公社（２３％）、電気・ガス業

（１５％）、サービス業（１５％）等の業種に比較的多くみられる。 

 

 

 

 

図２－４－２ 免許証の確認 
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（５）注意事項の伝達 

全体的に運転上の注意事項の伝達は、よく行われている。 

電気・ガス業では63％の事業所で毎日実施されている。 

 

 

 

 

 

図２－４－３ 注意事項の伝達 
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２－５ 車両管理 

（１）車両買替時期 

乗用車の買替時期については、82％の事業所が６年以内に買い替えているが官公署・公団・

公社は平均６.７年 （ 高12年）、電気・ガス業は５.８年（ 高10年）と他の業種に比較す

ると長期間使用されている。貨物車も同様で、83％ の事業所が６年以内に買い替えているな

かで、官公署・公団・公社は平均６.２年（ 高15年）、電気・ガス業は５.４年（ 高８年)

と他の業種に比較すると長い。 

買替時期の早い業種は、乗用車は金融・保険業で４.２年( 高６年)、貨物車は卸売・小

売業で４.３年( 高８年)である。 

 

図２－５－１ 車両買替時期 

 
表２－５－１ 車両買替時期(業種別平均値) 
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（２）仕業点検 

仕業点検は、全体的によく行われており、「毎日実施」が56％、「時々実施」を含める

と94％になっている。業種別にみると、官公署・公団・公社と電気・ガス業の２業種はい

ずれも86％が毎日実施している。しかも、この２業種はいずれも90％の事業所が仕業点検

表に基づいて行っている。 

 

 

 

図２－５－２ 仕業点検の実施 
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（３）鍵の保管 

全体的には、責任者が一括して管理している事業所が43％と も多く、次いでキーボッ

クスに保管するだけで、出し入れを運転者の自由にしている事業所が35％、運転者各自に

保管させている事業所が14％となっている。 

責任者による一括管理を行っている事業所は、電気・ガス業（70％）、金融・保険業（68％）、

官公署・公団・公社（60％）に多い。 

反対に卸売・小売業とサービス業の２業種は、運転者の自由にまかせている事業所が多い。 

 

 

 

図２－５－３ 車両の鍵の保管 
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（４）保有車両の私的使用 

車両の私的使用を禁止している事業所は 65％と半数を越えている 。許可制の事業所は

32％ あり、容認している事業所2.9％ を含めると、35％ の事業所は、私的使用を認めて 

いる。 

業種別にみると、官公署・公団。公社は全事業所が禁止している。金融・保険業は92％

が、電気・ガス業は90％がそれぞれ禁止している。許可制により私的使用を許している事

業所は、卸売・小売業(42％)と建設業(39％)に多い。 

 

 

 

図２－５－４ 保有車両の私的使用 
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（５）保有車両の通勤用貸与 

車両を通勤用として個人に貸与している事業所は、ほぼ半数となっている。業種別にみる

と、建設業が72％ と も多い。逆に、官公署・公団・公社は全事業所が貸与しておらず、

サービス業も貸与していない事業所が71％と多くなっている。 

 

 

 

図２－５－５ 保有車両の通勤用貸与 
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（６）マイカーの借上げ 

個人所有の車両を業務用に借上げている事業所は、25％みられる。 

業種別にみると、建設業（38％）、卸売・小売業（27％）、製造業（23％）の３業

種が他の業種に比較して高い借上げ率を示している。 

 

 

 

図２－５－６ マイカーの借上げ 
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（７）借上げ車両に対する補助 

借上げ車両に対する補助は、ガソリン代（借上げている事業所の92％が補助している）

が も多く、次いで保険料（37％）、点検・車検等の整備費（32％）の順となっている。 

 

 

 

図２－５－７ 借上げ車両に対する補助(重答) 
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２－６ 運転者管理 

（１）新規運転者の採用試験 

専従、兼務を問わず面接を実施する事業所が も多い。事故、違反の前歴調査と運転適性

検査は専従者の採用で重視している事業所が多い。 

業種別に専従者の特徴をみると、官公署・公団・公社と電気・ガス業は、一般常識と運転

適性検査を実施する事業所が多い。 

製造業とサービス業は前歴調査を実施する事業所が多い。 

 

図２－６－１ 新規運転者採用試験(重答) 

  
 

図２－６－２ 新規運転者採用試験(運転専従者)～重答 
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（２）運転者教育 

運転者に対する安全教育の実施状況を１人当りの年間延教育時間からみると、運転専従者

についてはサービス業が16.8時間で も多いが、事業所間の較差も大きい。 

次いで電気 ・ガス業が15.1時間 をかけている。運転兼務者についても同様に電気・ガス

業（23.1時間）、サービス業（16.3時間）の教育時間が他の業種に比較して多い。 

 

 

 

表２－６－１ １人当り年間平均教育時間 
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（３）経歴証明書の活用 

ア．認知度 

経歴証明書については大部分の安全運転管理者がその存在を知っている（95.9％）。

とりわけ、電気・ガス業では、すべての安全運転管理者がその存在を知っている。 

 

 

 

表２－６－２ 経歴証明書の認知度 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－３９－ 



イ．利用度 

経歴証明書を安全運転管理のために運転者の承諾を得て利用したことのある事業所は、

経歴証明書の存在を知っている979事業所のうち63％である。 

業種別にみると、電気・ガス業が72％で、 も利用率が高い。 

 

図２－６－３ 経歴証明書の利用度 

 
ウ．利用目的 

経歴証明書の利用目的としては・表彰（社外表彰69.7％、社内表彰34.3％）と安全運

転管理（47.6％）を目的とする事業所が多い。 

社外表彰はいずれの業種の事業所も利用目的としてあげており、業種間の差異はない。

運転者の採用のために利用する事業所は製造業（31.8％）とサービス業（44.4％）に多

く安全運転管理を目的に利用する事業所は、製造業(56.8％)、卸売・小売業(55.9％)、

金融・保険業(58.3％)に多い。 
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図２－６－４ 経歴証明書の利用目的(重答)全体 

 
 

図２－６－５ 経歴証明書の利用目的(重答)業種別 
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エ．利用効果 

経歴証明書を利用したことのない事業所 （358事業所）に対して、経歴証明書の活用

が、安全運転管理に役立つと思うかどうか回答を求めたところ84.6％の安全運転管理者

が、安全運転管理に「役立つ」と回答している。 

 

 

表２-６-３ 経歴証明書の利用効果 
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オ．利用しない理由 

経歴証明書を利用したことのない事業所（358事業所）のなかでその利用効果を認め

た事業所（303事業所中 、無回答を除く 299事業所）に対して、証明書を利用しない理

由を求めたところ「事故・違反を運転者に申告させている」ために証明書は不用である

とした事業所が 55.5％ で も多く、次いで「 申請手続がめんどう 」（12.7％）、「費

用がかかる」（10.4.％）が続いている。 

業種別にみると、証明書は不用であると回答した事業所はサービス業(20事業所中 、

15事業所)と電気・ガス業(14事業所中、9事業所)に多い。 

 

 

 

表２－６－４ 経歴証明書を利用しない理由(重答) 
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（４）車両運転者の資格条件 

運転者に対して資格条件を課していない事業所は、全体の43.6％である。  

業種別にみると、金融・保険業 （56％）、卸売・小売業 （55.1％）がやや高率である。 

一定の資格条件を課している事業所は、全体の56.4％あるが、資格条件の内容をみると、

運転経験（47.7％）、勤続年数（26％）、社内実技試験（22.8％）、運転適性検査（17.4％）

の順となっており、運転経験を資格条件としている事業所が多い。 

業種別にみると、官公署・公団・公社と建設業は運転経験年数を、電気・ガス業は社内実

技試験と運転適性検査を資格条件として重視している事業所の多いことが特徴である。 

 

 

 

表２－６－５ 車両運転者の資格条件(重答) 
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（５）表彰制度 

事業所内に夢ける無事故、無違反の優良運転者に対する表彰制度の有無について回答を求 

めた。 

全体の事業所の40％に表彰制度が設けられている。 

業種別にみると電気・ガス業が53％で も多い。 

 

 

 

図２－６－６ 表彰制度の有無 
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（６）事故者に対する処分 

業務中、交通事故を惹起した運転者に対する処分の内容については厳重注意処分をする事

業所が87.１％ で も多い 。以下、一定期間、 運転業務からはずす事業所が40.4％、事故

の損害金を負担させる事業所が 36.5％ 、減給処分が 27.4％ 、配置換えが 18.7％ と続い

ている。 

業種別にみると、いずれの業種も厳重注意処分が圧倒的に多いが、官公署・公団・公社と

サービス業では、減給処分を行う事業所も多い。卸売・小売業では損害金の負担、電気・ガ

ス業では一定期間運転禁止処分を行う事業所が多い。 

 

図２－６－７ 事故者に対する処分(重答) 

 
 

表２－６－６ 事故者に対する処分内容(重答) 
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（７）安全運転管理に関する規定の整備状況 

全体的には、車両管理に関する規定の整備状況が もよく(85.2％)、以下、運転者の

服務に関する規定（72.7％）、事故処理に関する規定（65.8％）、マイカーに関する規

定(49.4％)の順になっている。 

車両管理に関する規定はいずれの業種についても80％以上の事業所で整備されており、

業種間に顕著な違いはみられない。このほか建設業では運転者の服務に関する規定(74.5 

％）、製造業では運転者の服務に関する規定（76.7％）及びマイカーに関する規定（63. 

4％）、電気・ガス業では運転者の服務に関する規定（77.8％）及び事故処理に関する規

定(79.6％)が他の業種に比較してよく整備されている。 

 

 

図２－６－８ 安全運転管理規定の整備状況(重答) 

 
 

表２－６－７ 安全運転管理規定の整備状況(重答) 
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（８）安全運転管理に関する台帳の整備状況 

自動車運転記録に関する台帳及び車両管理に関する台帳はほぼ80％の事業所で整備され

ているが運転者に関する台帳は71％とやや低い整備状況である。 

業種別にみると、官公署・公団・公社では、運転者に関する台帳の整備(整備率63.2％)

がやや悪く、卸売・小売業では、仕業点検の記録簿（同46.5％）及び自動車運転者記録に関

する台帳（同70.1％）の整備が悪い。金融・保険業では運転者に関する台帳（同54.2％）及

び仕業点検の記録簿（同41.7％）の整備が悪い。点呼記録に関する台帳は、全般的に整備状

況が悪いが、とくに、金融・保険業（同0％）と電気・ガス業（同3.4％）のそれが低調であ

る。 

 

図２－６－９ 管理台帳の整備状況(重答) 

 
 

表２－６－８ 管理台帳の整備状況(重答) 
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（９）安全運転管理費用 

講習会、表彰、書籍の購入、安全運動等の催物、運転者のための施設等、安全運転管理の

ために支出した年間費用(車両の整備費、入件費は除く)については も支出額の多い 

業種は官公署・公団・公社（平均額37万円）で、 も少ない業種は金融・保険業(同７万円)

である。 

しかし、運転者１人当りの支出額からみると、製造業（同１万円）とサービス業（同９千

円）が多く、金融・保険業と電気・ガス業が少ない。 

 

図２－６－１０ 安全運転管理のための年間費用 
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（10）マイカー通勤 

マイカー通勤については57％の事業所がマイカー通勤を制限しないで認めているが、禁 

止している事業所も11％ある。 

業種別にみると、金融 ・保険業は40％の事業所が禁止 、36％の事業所が許可制で、他 

の業種に比較するとかなり制限されている。反対にサービス業は、77％の事業所がマイカ 

ー通勤を容認している。 

 

 

図２－６－１１ マイカー通勤 
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２－７ まとめ 

（１）調査対象事業所 

ア．調査対象事業所は1,021事業所でそのうち製造業・卸売・小売業、建設業が全体の70％を

占める。 

イ．サービス業、卸売・小売業、建設業は中・小の企業が多い。金融・保険業、電気・ガス

業は大企業が多く、資本金も100億円を越すものがほとんどである。 

ウ．保有車両台数の多寡は、必ずしも企業規模の大小に対応せず、業務上車両の運行を必要

とする業種要因が強く影響している。 

エ．月間平均走行距離は、サービス業、製造業、卸売・小売業が多く、特にサービス業と製

造業は保有車両の少ない割にはよく稼働している。 

オ．運転者数は卸売・小売業、建設業、製造業に多い。しかし、転専従者はサービス業、金

融・保険業、官公署・公団・公社に多く、電気・ガス業が も少ない。 

カ．運転者の年齢は、運転専従者の場合、30代から40代までの運転者が80％を占めているが、

そのなかで卸売・小売業では30代、金融・保険業では40代の運転者の占める割合が多い。 

運転兼務者の場合は、30代の運転者の占める割合が多いが、卸売・小売業及び金融・保

険業では20代の運転者が多く、電気・ガス業では40代の運転者が多い。 

キ.運転専従者の平均勤続年数は、企業規模の大きいところほど長く、特に官公署・公団・公

社及び金融・保険業にその傾向がみられる。運転兼務者の場合も同様であるが、特に官公 

署・公団・公社と電気・ガス業にその傾向がみられる。 

（２）安全運転管理者 

ア．年齢は40代から50代までの者が全体の70％を占めており、業種別の平均年齢では金融・

保険業が も低く、電気・ガス業が も高い。 

イ．企業規模の大きい金融・保険業及び官公署・公団・公社では、安全運転管理者の勤続年

数は長いが、安全運転管理者としての在任年数は短い。逆に規模の小さい卸売・小売業、

サービス業、製造業、建設業では勤続年数は短いが在任年数は長い。 

ウ．職制上の地位は、官公署・公団・公社、電気・ガス業、金融・保険業のように規模の大

きい事業所では課長（課長代理を含む）職にある者をあてている場合が多い。一方、建設

業、卸売・小売業、サービス業のように規模の小さい事業所では役員が安全運転管理者を

兼ねているケースが多い。 
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エ．専任の安全運転管理者を設置している事業所は全体の３％にすぎない。兼任の安全運転

管理者の場合、 体の業務量の中で安全運転管理業務に費いやす割合はきわめて低い。又 、

安全運転管理者に手当を支給している事業所は少なく、全体の８％にすぎない。 

オ．権限については、安全運転管理に関する直接的な業務には大きい権限が与えられている

が、予算を伴なう業務や人事関係の業務については、あまり権限が与えられていない。 

カ．業務の内容は、運転者への指示、事故時の処置、事故運転者の指導等に関するものが多

い。 

キ．副安全運転管理者を選任している事業所は、建設業、電気・ガス業、官公署・公団・公

社に多い。 

（３）運行管理 

ア．定期運行車両を有する事業所は、全体の 37.5 ％であるが、業種別にみると、サービス 

業、製造業、金融・保険業に多い。運行基準図に基づいて運行している事業所は、サービ

ス業に多い。 

イ．車両と運転者の組合せで、１人１車制の事業所は、卸売・小売業が も多く、建設業、

サービス業、製造業がこれに続く。 

ウ．朝礼は、どの業種の事業所でも行われているが、特に電気・ガス業における実施率が高

い。それ以外の業種では卸売・小売業と官公署・公団・公社の実施率が高い。 

終礼は全体的に低調であるが、比較的よく実施されているところは、電気・ガス業である。

エ．朝(終)礼を実施しない理由のなかで、「運転者の勤務時間が同じでない 」というのが 

も多く、次に「自宅から仕事先に直行(仕事先から自宅に直行)するため」が多い。 

卸売・小売業では「多忙」、サービス業では「必要としない」を理由とする事業所が多い。

オ．免許証の確認を全く行っていない事業所が、全体の23％である。業種別では卸売・小売 

  業と金融・保険業に確認していない所が多く、官公署・公団・公社、電気・ガス業、サー

ビス業では比較的少ない。 

カ．注意事項の伝達は、ほとんどの事業所で行われているが、なかでも電気・ガス業と官公

署・公団・公社でよく行われている。 

（４）車両管理 

ア．車両の買替時期は、乗用車、貨物車を問わず官公署・公団・公社と電気・ガス業が比較

的長い。買替時期の早い業種は乗用車では金融・保険業、貨物車では卸売・小売業である、 
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イ．車両の仕業点検は全体的によく行われているが、特に官公署・公団・公社と電気・ガス

業における実施率が高くなっている。 

ウ．鍵の保管は、責任者が一括して管理している事業所が多く、電気・ガス業、金融・保険

業、官公署・公団・公社に多い。反対に卸売・小売業、サービス業は運転者自身に管理さ 

せている事業所が多い。 

エ．車両の私的使用を禁示している事業所は、全体で65％と過半数を占めている。官公署・

公団・公社では全事業所が禁止しており、また金融・保険業、電気・ガス業では禁止して 

いる事業所の比率が高くなっている。反対に、卸売・小売業と建設業は私的使用を認めて

いる事業所が比較的多い傾向にある。 

オ．事業所の車両を通勤用として個人に貸一与している事業所は、全体でほぼ半数にのぼり、

建設業が も多い。官公署・公団・公社は、全事業所が禁止している。 

カ．個人所有の車両を業務用に借上げている事業所は、全体で25％みられ、建設業、卸売・

小売業、製造業に多い。借上げ車両に対する補助で も多いのが、ガソリン代である。 

（５）運転者管理 

ア．新規採用運転者に対しては、面接試験を行う事業所が多い。官公署・公団・公社と電気・

ガス業は一般常識試験と運転適性検査を行う事業所が多く、製造業は事故・違反の前歴調

査を行う事業所が多い。 

イ．運転者教育に時間をかけている業種は、運転専従、兼務を問わずサービス業と電気・ガ

ス業に多い。 

ウ．経歴証明書は、大部分の事業所の安全運転管理者が知っており、全体で62.7％（614事

業所）の事業所が利用している。業種別にみると電気・ガス業が も多く利用している。 

エ．利用目的は表彰のためが も多い。 

オ．経歴証明書を利用しない理由は、事故・違反を運転者に申告させるので不用であるとす

る事業所が も多い(55.5％)。 

カ．車両運転者の資格条件を設けている業種は全体の56.4％であり、その内容を多い順にみ

ると運転経験勤続年数、社内実技試験、運転適性検査の順となっている。 

官公署・公団・公社と建設業は運転経験年数を、電気・ガス業は社内実技試験と運転適

性検査を重視している事業所が多い。 

キ．表彰制度は全体で40％（405事業所）の事業所で実施しており、電気・ガス業に多い。 
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ク．交通事故を起した運転者に対する処分は、「厳重注意」が も多く、以下「一定期間運

転業務からはずす」、「事故の損害金の負担」、「減給」、「配置換え」の順となってい 

る。 

官公署・公団・公社とサービス業は「減給処分」、卸売・小売業は「損害金の負担」、

電気・ガス業は「一定期間運転禁止処分」を行う事業所が多い。 

ケ．安全運転管理規定の整備状況は、車両管理規定が もよく整備されており、以下運転者

服務規定、事故処理規定、マイカー規定の順となっている。 

建設業は運転者服務規定とマイカー規定、電気・ガス業は運転者服務規定と事故処理規

定がよく整備されている。 

コ．管理台帳の整備状況は、全体的には自動車運転記録台帳と車両管理台帳がよく整備され

ている。運転者台帳は、全般的にあまり整備されていない。 

サ．安全運転管理に要した費用は、官公署・公団・公社が も多く、金融・保険業が も少

ない。しかし、運転者１人当りに要した費用からみると、製造業とサービス業が多く、金 

融・保険業と電気・ガス業が少ない。 

シ．マイカー通勤は、全体的には半数余りの事業所（590事業所）が認めている。 

サービス業が も自由であり、金融・保険業は制限している事業所が多い。 
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第３章 企業内運転者の事故・違反の実態 
 

３－１ 交通違反の実態 

（１）概 要 

本節は、今回の調査対象となった事業所の運転者の昭和５１年１２月から昭和５４年１１

月までの３年間の交通違反の実態をとりまとめたものである。有効サンプル数は34,385人 

で、そのうち男性が94.9％、運転専従者は22.3％である。 

３年間の違反者率は 58％であり 、違反回数別では 、１回の者は27％ 、２回の者は15％、

３回以上の者は16％となっている。 

注  違反者率＝（違反者数÷全運転者数）×100 

（２）年齢と違反 

違反者率は、年齢が低くなるにつれ高くなっている。 

運転専従者は、運転兼務者に比べ、違反者率が４％高く、違反をくり返す者の比率も高い。

これは、運転頻度によるものと考えられる。運転専従者と運転兼務者で年齢別の傾向に大き

な差異はみられない。 

 

図３－１ 年齢と違反者率 
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図３－２ 運転専従・兼務者別の年齢と違反者率 

 
 

表３－１ 年齢と違反（全体） 

 
 

表３－２－(１)年齢と違反（運転専従者） 

 
 

表３－２－(２)（運転兼務者） 

 

 
 

－５６－ 



（３）業種と違反 

違反者率の高い業種から順に卸売・小売業、建設業、金融・保険業、製造業、サービス業、 

官公署・公団・公社、電気・ガス業となっている。 

累犯傾向も同様である。 

 

図３－３ 業種と違反者率 

 
表３－３ 業種と違反            （人） 
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（４）企業規模と違反 

企業の規模と違反者率との関係については、従業員数が少なくなる程違反者率が高くなっ 

ている。 

 

 

図３－４ 会社総従業員数と違反者率 

 
 

表３－４ 会社総従業員数と違反 

（人） 
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３－２ 交通事故の実態 

（１）概 要 

本節は、交通違反の実態と同様、昭和５１年１２月から昭和５４年１１月までの３年間の

人身事故（死亡・傷害）の実態についてとりまとめたものである。有効サンプル数は34,385

人で、そのうち死亡事故を起した運転者は１０人 、傷害事故を起した運転者は1,385人とな

っている。 

（２）年齢と事故 

事故者率は、年齢が低くなるにつれて高くなっている。 

死亡事故を起した運転者の割合は 、２９歳以下 （0.045％）と ５０歳以上（0.054％）が

高くなっている。 

運転専従者の場合２９歳以下の者の事故者率が 高（9.1％）で、３０歳代・４０歳代と年

齢が高くなるにつれて事故者率は減少しているが、５０歳以上では4.3％と高くなってい 

る。 

運転兼務者の場合も２９歳以下の者の事故者率が高いが、運転専従者よりは低く5.7％とな

っている。３０歳代以上では次第に減少している。 

注  事故者率＝（事故者数÷全運転者数）×100 

 

図３－５ 年齢と事故者率 
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図３－６ 運転専従・兼務者別の年齢と事故者率 

 
 

表３－５ 年齢と事故（全体）         （人） 

 
表３－６－(１) 年齢と事故（運転専従者）     （人） 

 
表３－６－(２) 年齢と事故（運転兼務者）     （人） 
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（３）業種と事故 

事故者率の高い業種から順に卸売・小売業、建設業、製造業、サービス業、金融・保険業、 

官公署・公団・公社、電気・ガス業となっている。 

死亡事故を起した運転者の割合は卸売・小売業が高く0.052％となっている。 

 

表３－７ 業種と事故 

 
 

図３－７ 業種と事故者率 
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（４）企業規模と事故 

企業の規模と事故者率との関係については、従業員数が少ない程事故者率がおおむね高く 

なる傾向にある。 

 

 

図３－８ 会社総従業員数と事故者率 

 
 

 

表３－８ 会社総従業員数と事故 
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３－３ ま と め 

（１）人身事故率の比較 

今回の調査対象運転者が起した人身事故の件数及び死亡事故の件数を、昭和53年度に自動

車安全運転センターが行った「初心運転者の実態に関する調査研究」のデータ及び昭和５４

年中の全国事故統計と比較すると表３－９のとおりである。事故率（事故件数÷調査対象運

転者 × 100  ）で比較すると 、 人身事故率は企業内運転者が初心運転者よりも低い。また、

死亡事故についても、初心運転者よりも低くなっている。昭和５４年中の全国事故統計と較

べると、人身事故は企業内運転者の方が事故率が高いが死亡事故は低くなっている。ただし、

走行距離や使用車種別の要素を考慮にいれた比較ではないので単純な結論は出せない。 

 

 

表３－９ 人身事故・死亡事故の比較 

 

（２）年齢について 

企業内運転者の違反者率・事故者率ともに29歳以下が一番高いが、年齢が高くなるにつれ

違反者率・事故者率が減少している。 

（３）業種について 

違反者率と事故者率の高い業種は大体同じであり、違反者率の高い業種は事故者率も高い

ということがいえる。違反者率・事故者率の高い業種は卸売・小売業、建設業で低い業種は

官公署・公団・公社、電気・ガス業となっている。 

（４）企業規模について 

違反者率・事故者率ともに企業規模の小さい方が高く、大きくなるにつれて低いというこ

とがいえる。 
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第４章 有効な安全運転管理方策に関する分析 

４－１ 安全運転管理状況と事故・違反発生との関連分析方法 

安全運転管理状況と事故・違反発生との関連を分析する方法として、本調査研究では次の２種

の手法を用いることとする。 

（１）安全運転管理水準から事業所をパターン分けして、各パターンで事故・違反の発生状況の相

違を分析する方法(数量化理論Ⅲ類) 

事業所の安全運転管理業務は、運転者管理、運行管理、車両管理、環境管理等多岐にわたっ

ている。また、その業務を行う安全運転管理者の条件も事業所によりそれぞれ異なっている。 

そこでアンケート調査の各回答(反応)結果を数量化理論Ⅲ類を用いて分析し、回答パターンを

分類整理することにより、調査対象事業所をグループ分けし、その各々のグループについての

事故・違反の発生状況を吟味する。 

（２）安全運転管理の各方策が事故・違反の発生に与える影響を分析する方法 （数量化理論Ⅰ・

Ⅱ類） 

企業内運転者の事故・違反の発生状況を外的基準とし、アンケート調査の各回答（反応）結

果を説明変数とするもので、数量化Ⅰ類及びⅡ類を用いて分析する。 

計算の結果、各アイテムのカテゴリーに割り振られた数値の大小やアイテム内のカテゴリー

値の 大値と 小値の差（レンジ）の大小をみることにより、事故者率や違反者率に安全運転 

管理方策等がどの程度影響しているかをある程度推定できる。 

 

（注）分析方法(1)及び(2)に用いる説明変数は、表４－１のとおりでアイテム２３、カテゴリー

６０である。 
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表４－１ 数量化理論による解折(説明変数) 
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４－２ 安全運転管理水準から事業所をパターン分けして各パターンで事故・違反の発生状況の 

相違を分析した結果 

数量化Ⅲ類を用いて調査対象事業所のパターン分類を行った。その結果、説明力(固有値)の

１番高いものをＸ軸とし、２番目に高いものをＹ軸として、２次元平面に安全運転管理につい

ての回答（反応）結果をプロットしたものが図４－１である。図４－１をＸ軸についてみると、

右端へは「教育なし」、「仕業点検時々」、「費用を５万円以下」等の回答が集まり、左端に

「注意あり」「適性検査あり」「新人教育あり」等の回答が集まっている。次にＹ軸について

みると上端に「～４９人」、「卸・小」等の回答が集まり、下端に「製造」、「200～999人」

等の回答が集まっている。このことからＸ軸は、安全運転管理方策の実行度をあらわしたもの

でありＹ軸は企業規模をあらわしたものであると考えられよう。 

Ｘ軸とＹ軸のあらわしている内容を勘案して、各象限について考察すると、第１象限は企業 

規模が小さくて安全運転管理をあまり実施していないグループ、第２象限は企業規模は小さい 

が安全運転管理をよく実施しているグループ、第３象限は企業規模が大きくかつ安全運転管理

をよく実施しているグループ、第４象限は企業規模は大きいが、安全運転管理をあまり実施し

ていないグループということができよう。 
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図４－１ 数量化Ⅲ類による安全運転管理方策等のプロット 
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表４－２は、その各々のグループに属する事業所についての事故者率と違反者率の平均値と

標準偏差値を示したものであり、各グループ間の差異がはっきりとみられる。また、グループ

別の平均値の差の検定 （t）の結果は、表４－３のとおりで違反及び事故共にグループ１とグ

ループ３の差は有意である。 

 

表４－２ グループ別（象限別）の違反者率・事故者率の 

平均値と標準偏差(３年間)(数量化Ⅲ類) 

 

 
 

表４－３ 平均値差の検定(t検定) 
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表４－４は、安全運転管理の実行度の異なるグループ別に、違反者率及び事故者率の平均値

を示したものである。実行度の大きなグループは、小さなグループに比ぺて違反者率は6.5％、

事故者率は1.04％低い。 

表４－５は、企業規模と違反者率及び事故者率の平均値を示したものである。企業規模の大

きなグループは、小さなグループに比べて違反者率で2.5％、事故者率で0.94％低い。 

そこで、企業規模の大小よりも安全運転管理の実行度の大小が、事故や違反の発生に、影境

を与える度合が大きいということがいえよう。 

 

表４－４ 安全運転管理実行度と違反及び事故者率 

 
 

表４－５ 企業規模と違反及び事故者率 
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図４－２、図４-３(表４－６、表４-７)は、グループ１～４別の違反者率別事業所数を 

示したものであるが、ここでも各グループ間の差異がみられる。 

 

図４－２ グループ別の違反者率別事業所率 

 
図４－３ グループ別の事故者率別事業所率 
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表４－６ グループ別の違反者率別事業所数 

 
表４－７ グループ別の事故者率別事業所数 

 

図４－４(1)～(4)は、数量化の結果にもとづいて調査対象の事業所が、どのグループに属する

かを業種別にプロットしたものである。 

企業規模が小さく安全運転管理をあまり実施していないグループ１に属する事業所率を業種

別にみると、卸売・小売業が 高で４９％、次に建設業の３８％、その他第３次産業等が１８％、

製造業が１１％ の順となっている 。  企業規模が大きく安全運転管理をよく実施している グ

ループ３では、この逆の順となっている。 

図から安全運転管理方策を熱心に実行している事業所、あるいはあまり熱心に実行していない

事業所は、業種あるいは企業規模を問わず散在しているということがいえよう。しかし業種別に

みたグループ別分布状況は、それぞれはっきりと異っている。これは、仕事の内容、仕事の流れ

等の違いが安全運転管理の実行度に影響を与えているのではないかと考えられる。安全運転管理

諸対策の実施にあたっては業種別にその推進・指導方法を考える必要があろう。 
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図４－４－(１)建設業事業所のプロット(数量化Ⅲ類) 

 
 

図４－４－(２)製造業事業所のプロット(数量化Ⅲ類) 
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図４－４－(３)卸売・小売業事業所のプロット(数量化Ⅲ類) 

 
 

図４－４－(４)その他第３次産業等事業所のプロット(数量化Ⅲ類) 
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４－３ 安全運転管理の各方策が事故・違反の発生に与える影響を分析した結果 

（１）違反について 

安全運転管理方策等について、数量化Ⅰ類を用いて違反者の発生に対する要因分析を行っ

た結果を、図４－５に示す。各カテゴリーの数値でマイナスのものは、違反者率の減少には

たらくものであり、プラスのものは増加にはたらくものである。また、棒の長さがその増減

の幅をあらわすことになる。重相関係数が0．4以上であることから、安全運転管理方策等と

違反の発生の間には、かなりの関連があると云えよう。 

図から業種の影響が非常に大きいことがわかる。次に安全運転管理者の勤続年数と年齢の

影響が大きく、勤続年数が長く年齢の高い管理者程よい影響を与えている。続いて仕業点検

の実施や経歴証明書の利用は行った方がよく、安全運転管理にかける費用は多い方がよく、

交通違反をしたことに対する報告はした方がよく、社員に対する安全運転教育は行った方が

よい結果をもたらしている。 

図示してはいないが数量化Ⅱ類で分析した結果でも同様なことがいえる。Ⅱ類ではⅠ類の

結果に加えて、さらに車両の運転に対する許可制度がある方がよいという結果がでている。 
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図４－５ 安全運転管理方策等の違反の発生に与える影響(数量化理論Ⅰ類) 

 

重相関係数0.40240 

 
(注)２３アイテム中主要アイテムのカテゴリー数値及びレンジを示したものである。 
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（２）事故について 

安全運転管理方策等について数量化Ⅰ類を用いて、事故者の発生に対する要因分析を行っ

た結果を図４－６に示す。重相関係数0．2以上であることから、安全運転管理方策と事故の

間にはやや関連があるといえよう。 

図から事故についても違反と同様に業種の影響が大きいことがわかる。次に安全運転管理

者の勤続年数が長い程よく、続いて車両運転許可制度がある方がよい影響を与えている。さ

らに定期運行車両がある事業所は、充分に注意すべきである。安全運転に関する注意事項は

毎日伝えている方がよく、違反の報告義務、安全運転教育の実施、仕業点検の実施、運転経

歴証明書の利用はいずれもよい影響を与えている。新規採用者に対する安全運転教育も実施

している方がよい結果をもたらしている。 
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図４－６ 安全運転管理方策等の事故の発生に与える影響(数量化理論Ⅰ類) 

 

重相関係数0.24793 

 
(注)２３アイテム中主要アイテムのカテゴリー数値及びレンジを示したものである。 
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４－４ ま と め 

（１）安全運転管理の実行度と企業規模によって分けられた４つのグループについて、違反者率

及び事故者率を比較すると、安全運転管理方策をよく実行している企業規模の大きいグルー

プが違反者及び事故者共にその発生率が低くなっている。 

（２）前記(１)の４つのグループに含まれる事業所数の比率は業種によって大きく異なっている。

（３）安全運転管理の実行度は企業規模の大きさよりも事故・違反の発生に大きな影響を与えて 

  いる。 

（４）安全運転管理の各方策等について、違反者率に与える影響を分析してみると業種、安全運

転管理者のキャリアーの相違、運転経歴証明書の利用の有無、安全運転管理にかける費用の

多寡、違反の報告義務、安全運転教育、仕業点検及び車両運転許可制度等の実施の有無が違

反者率に大きな影響を与えている。 

（５）安全運転管理の各方策等について、事故者率に与える影響を分析してみると、違反者率に

影響を与える安全運転管理方策等の各項目のほかに、定期運行の有無、新規採用者に対する

安全運転教育等の実施の有無が事故者率に大きく影響を与えている。 
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(参考) 本章で使用した数量化理論について 
 

安全運転管理方策がどの程度事故・違反に関わりをもっているかについては一つ一つの方策を検

討しても、多くの方策要因が複雑に関連しているために解明は困難である。このため、これらの解

明への手がかりをつかもうとする際の１つのツールが多変量解析である。 

（多変量解析とは一般的に 

(1)２種類以上の要因が存在し、 

(2)それらの要因の間に何らかの関連がありそれらの関連を考慮しながら 

(3)対象としている問題に対して何らかの解決・解明への手がかりを把握しようとする。 

統計的手法である)。 

多変量解析法のうち解析に用いる要因が数値で与えられているのではなく、表４－１のようにア

イテム（質問項目）、カテゴリー（選択肢）の形で与えられている場合の対象の予測・推定には多

変量解析法のうちの数量化Ⅰ類及びⅡ類を用いる。また要因の分類を目的とした場合には数量化Ⅲ

類を用いる。 

 

１ 数量化理論Ⅰ類 

この手法は対象（外的基準）が数量で与えられている場合の分析方法で外的基準と要因(説明変

数）との関係を分析するものである。 

本章の場合には外的基準は事故者率又は違反者率であり要因(説明変数)は表４－１のアイテム 

・カテゴリーである。具体的には表４－１のアイテム（質問）の中で回答のあるカテゴリーには１,

回答のないカテゴリーには0を与えて数値化し、各事業所ごとに事故者率又は違反者率(以下外的基

準という)の値と計算結果 （推定値）がなるべく一致するように各カテゴリーごとに或る重み（カ

テゴリー数値）を与える。このカテゴリー数値はどの事業所の場合でも同じ数値であるために、必

ずしも計算された値(推定値)は外的基準とは一致しない。このために外的基準値と推定値との相関

係数が 大となるようにカテゴリー数値を計算で求める。 

このカテゴリー数値の大小や、アイテム内のカテゴリー数値の 大値と 小値の差(レンジとい

う)の大小をみることによって事故者率又は違反者率にどのアイテムやカテゴリーが影響をおよぼ

しているかを推定することができる。 
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２ 数量化理論Ⅱ類 

Ⅰ類と同じ方法であるが外的基準としての事故者率又は違反者率は数値で与えるものではなく事

故者率又は違反者率の高いグループと低いグループに分類してⅠ類と同様に各アイテム・カテゴリ 

ーの影響を分析するものである。 

３ 数量化理論Ⅲ類 

この手法は分類を目的とした多変量解析法である。Ⅰ・Ⅱ類のように事故者率又は違反者率等の

外的基準は用いない。 

安全運転管理方策等の設問であるアイテム・カテゴリーの回答状況によって回答の類似している

事業所は同一グループへ、類似していない事業所は他のグループへとグループ化し、その分類をも

たらす要因は何であるかを知るものである。その結果、未知の集団（ここでは調査対象事業所）の

安全運転管理方策等の実施状況等の構造のパターンを知ることができる。 
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あ と が き 
 

 

 

企業等の安全運転管理方策の実態を調査し、それと企業内運転者の交通事故や違反の関係を解析

した結果、業種及び企業規模により差異があることがわかった。また、安全運転管理者のキャリア

ーと安全運転管理の実行度が大きな影響を与える要因であることが確認された。 

本研究の結果から、今後の安全運転管理者制度運用上の課題として次のことが考えられる。 

(1) 安全運転管理者の地位と資質の向上 

(2) 有効な安全運転管理諸対策の推進 

(3) 業種別、企業規模別の個別指導の強化 

(4) 未選任事業所の実態の把握と選任指導 

(5) 組識的な指導体制と研究体制の確立 
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安全運転管理に関する実態調査票 
 

 

記入上のお願い 

 

 

１．調査票への記入は原則として、安全運転管理者の方にお願い致します。 

２．本調査は事業所を対象とした調査です。特にことわらない限り、会社の状況ではなく、貴事業所

の状況をご記入ください。 

３．本調査では、運転専従者、運転兼務者、運転者を次のように定義しています。

〇運転専従者………車両の運転を主たる業務としている者 

〇運転兼務者………車両の運転を主たる業務とはしていないが、業務で車両の運転を行なう者 

〇運 転 者………運転専従者及び運転兼務者の総称 

４．ご記入は、黒の濃い鉛筆か黒(又は青)のボールペンでお願いします。 

５．お答えは、あてはまる番号を○印で囲むか、( )内に具体的なご意見をご記入ください。 

内には、数字をひとますに1字ずつあてはめて、右詰めでご記入ください。 

 

 

 

 

 

６．回答は、質問番号順に記入洩れのないようにお願いします。なお、質問が途中で枝分れする場合 

がありますので・指定した質問番号や→印に沿ってお願いします。 

 

７．実線で囲んだ質問は答に関連した枝分れの質問です。該当した答の場合は枝質問に記入の後次の 

質問へ。該当しない答の場合は、次の質問へそのまま進んで下さい。 

 

例 問４． 答 ① 

          

② 
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(例)記入する数字が９の場合・・・・・

   
記入する数字が 95 の場合・・・・

問４－１ 問５ 



Ⅰ 貴社及び貴事業所の概要、使用車両、運転者等についておたずねします。 

 

 

 

問１ 貴社及び貴事業所の概要を記入してください。 

 
 

 

 

問２ 安全運転管理者の氏名、年令等を記入してください。 
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⑥～⑨ 
 

⑩～⑮ 
 

⑯～⑰ 
 

⑱～○23  
 

 ○24  
 

○25～○26  

○27～○28  

○29～○30  
 
 
 
○31～○32  
 
 
○33～○34  



問３ 貴事業所で、通常使用している車両の台数を記入してください。 

 
 

 

問４ 貴事業所で使用している車両(レンタカー、リースカー、その他を含む)のうち、任 

意保険に加入している車両は何台ですか。 

１．任意保険加入車両・・・・・・          台 

２．任意保険未加入車両・・・・・          台    問５へ 

 

 

〔任意保険に加入している車両についてのみお答えください。〕 

問４－１ 任意保険の金額はいくら位ですか。車種別に１台当りの平均「対人保険」金 

額(１人当り 高額)をお答えください。各車種の該当する数字に○印をつけ 

てください。 
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○35～○57  
col･80=1 
card No.=2 
 
 

⑥～○28  
 

 

 

○29～○51  

col･80=2 
card No.=3 
⑥～○38  

○39～○41  
 

○42～○44  

○45  
 
○46  
 
○47  
 
○48  
 
○49  
 
○50  
 
○51  
 
○52  



問５ 貴事業所で使用している全車両の１台当りの平均月間走行距離は、おおよそ何km位で

すか(原付、大特を除く)。 

 

約            km／月 

 

問６ 貴事業所が使用している車両は、毎日、目的地、時間が一定している定期運行ですカも

それとも不定期運行ですか。定期運行している車両の台数を記入してください。（定期運

行車両を、定期運行時間以外に不定期で使用している場合は、定期運行車両に入れる。) 

 

１．定期運行車両             台 

２．不定期運行車両            台    問７へ 

 

 

〔定期運行車両のある事業所のみお答えください〕 

問６－１ 定期運行車両は、コース、時間等をあらかじめ決めた運行基準図を作成し、そ 

れにもとずいて運行していますか。該当するもの一つに○印をつけてください。 
 

１．運行基準図にもとずいて運行している。 

２．運行基準図は、作成していないが、ほぼコース、時間は一定している。 

３．運行基準図はなく、運転者にまかせている。 

４．その他(具体的に                        ) 

 

 

問７ 運転者と車両の組合せは決まっていますか。(運転者が決まっている車両とは１人１

車制の場合をいう) 

 

１．運転者が決まっている車両           台

２．運転者が決まっていない車両          台 

 

問８ カーエアコン、カークーラーが取り付けてある車両は何台ですか。 

 

１．取り付けてある車両            台

２．取り付けていない車両           台 

 

問９ 車両の買替周期は、だいたい何年位ですか。 

 

１．乗用車類               年

２．貨物車類               年 
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○53～○56  
 
 
 
 
 
 
 
○57～○59  
 

○60～○62  

○63  

○64～○66  
 

○67～○69  

○70～○72  
 

○73～○75  
 

col･80=3 
card No.=4 
 
 

⑥～⑦ 
 

⑧～⑨ 
 



問１０ 貴事業所の運転者は何人ですか。又、運転者の平均年令、平均勤続年数を記入してく

ださい。 

 

（昭和54年７月１日現在で記入し、月数は五捨六入） 
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⑩～⑯ 
 
⑰～○23  



Ⅱ 次に安全運転管理者のことについておたずねします。 

 

問11 貴事業所で、安全運転管理者を 初に選任したのはいつですか。 

 

昭和       年 

 

問12 安全運転管理者の現在の地位は、次のどれに該当しますか。該当するものに１つだけ

○印をつけてください。 

１．役員 

２．本部長、部長(次長も含む)相当職 

３．課長、課長代理相当職 

４．係長相当職 

５．主任相当職 

６．係員 

７．非常勤職員 

８．その他(具体的に               ) 

 

問13 安全運転管理者は、他の業務を兼任していますか。それとも専任ですか。 

 

１．専任である              問１４へ 

２．他の業務を兼任している 

 

 

〔安全運転管理者が他の業務を兼任している場合のみお答えください〕 

問13－１ 全体の業務時間の内、何割位を安全運転管理者としての業務にあてておられ

ますか。該当するものに１つだけ○印をつけてください。 

１．１割未満 

２．１割以上３割未満 

３．３割以上５割未満 

４．５割以上７割未満 

５．７割以上10割未満 

 

 

 

問14 安全運転管理者には特別な手当が支給されていますか。支給されていれば支給額を月

額でお答えください。 

 

１．支給されていない。 

２．支給されている。月額          円 

 

 

－８８－ 

○24～○25  

○26  
 
 
 
 
 
 ○27  

○28  
 
 
 
 
 
 
○29  

 

○30～○34  



問15 次の各項目に関して、安全運転管理者が決定権を持っていますか。各項目の該当する

数字に○印をつけてください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－８９－ 

○35  
 
○36  

 
○37  

 
○38  

 
○39  

 
○40  

 
○41  

 
○42  

 
○43  

 
○44  

 
○45  

 
○46  



問16 貴事業所では、次にあげる業務は安全運転管理者の業務となっていますか。安全運転 

管理者の業務となっているものにいくつでも○印をつけてください。 

１．朝礼(点呼)の実施                              

２．運転者に対する運行上必要な指示                       

３．運転不適任者の発見(健康状態、服装等)                     

４．仕業点検実施の確認                             

５．運転日報等の点検                              

６．タコグラフの管理                              

７．鍵の保管                                  

８．駐車場の菅理                                

９．運転者教育のための講習会の実施                       

10．社内免許審査の実施                             

11．事故時の処置                                

12．事故運転者の指導                              

13．事故原因の分析                               

14．運転者の勤務評定                              

15．任意保険加入の手続                             

16．その他(主要な業務があれば、下欄に記入してください。)             
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 ○47  
 

○48  
 

○49  
 

○50  
 

○51  
 

○52  
 

○53  
 

○54  
 

○55  
 

○56  
 

○57  
 

○58  
 

○59  
 

○60  
 

○61  
 

○62  
 



問17 副安全運転管理者やその他の補助者を選任されていますか。 

 

 
 

〔副安全運転管理者を置いている事業所のみお答えください〕 

問17－１ 副安全運転管理者の現在の地位は、次のどれに該当しますか。該当するもの 

  に１つだけ○印をつけてください。 

１．課長、課長代理相当職                         

２．係長相当職                              

３．主任相当職                              

４．係員                                 

５．非常勤職員                              

６．その他(具体的に                       )     

 

問17－２ 貴事業所では、次にあげる業務は副安全運転管理者の業務となっていますか。 

 副安全運転管理者の業務となっているものに、いくつでも○印をつけてください。                      

１． 朝礼(点呼)の実施                         

２．運転者に対する運行上必要な指示                   

３．運転不適任者の発見(健康状態、服装等)                

４．仕業点検実施の確認                         

５．運転日報等の点検                          

６．タコグラフの管理                          

７．鍵の保管                              

８．駐車場の管理                            

９．運転者教育のための講習会の実施                   

10．社内免許審査の実施                         

11．事故時の処置                            

12．事故運転者の指導                          

13．事故原因の分析                           

14．運転者の勤務評定                          

15．任意保険加入の手続                      

    

－９１－ 

なしの場合 
        問 18 へ 
ありの場合 

○63  
 

○64～○65  
 

○66  
 

○67～○68  

○69  
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⑥ 

⑦ 
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⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 
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⑲ 

⑳ 



16．その他(主要な業務があれば、下欄に記入してください。) 
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Ⅲ 次に、運転者の採用や管理についてお伺がいします。 

 

問18 運転者を新規採用する場合、次のような採用試験や調査を実施していますか。実施し

ている場合は、項目別に運転専従者欄、運転兼務者欄の数字に○印をつけてください。

なお、両方ともに実施している場合は、両方の数字に○印をつけてください。 

 
 

問19 新規採用の運転者に対し、特別な安全運転教育を実施していますか。 

a. 新規採用の運転専従者に対して 

１．実施している。 

２．実施していない。 

ｂ．新規採用の運転兼務者に対して 

１．実施している。 

２．実施していない。 

 

問20 新規採用者ではなく、一般の運転者に対して安全運転教育を実施していますか。 

a．運転専従者に対して 

１．実施している。 

２．実施していない     問21へ 

b．運転兼務者に対して 

１．実施している。 

２．実施していない     問21へ 

 

 

〔運転者に対して安全運転教育を行なっている事業所のみお答えください〕 

問20－１ 平均的にはどの位の頻度で実施していますか。又、教育は勤務時間内に実施 

していますか。さらに教育時間は年間１人当り何時間位になりますか。 

 

 

 

－９３－ 

○22～○23  
 
○24～○25  
 
○26～○27  
 
○28～○29  
 
○30～○31  

○32  
 
 
 
 
○33  
 
 
 
 
 
○34  
 
 
 
○35  



 
 

問20－２ 前問でお答えいただいた１人当りの年間延教育時間の使い方は、どのように

なっていますか。次にあげる教育方法別に年間１人当りの延教育時間を記入し

てください。実施していないものについては、０時間と記入してください。な

お、合計時間が前間の１人当りの年間延教育時間と等しくなるように記入して

ください。 

 

問20－３ 教育内容はどのようなものを重視して実施していますか。運転専従者と運転

兼務者別に も重視しているものを１位として、下記の教育内容全部に順位を

つけてください。実施していない項目があればその欄は空欄としてください。 

 
 

 

 

 

－９４－ 

○36～○42  
 
○43～○49  

○50～○53  
 

○54～○57  
 

○58～○61  
 

○62～○65  
 

○66～○69  
 

○70～○75  
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問21 次に自動車安全運転センターが発行している運転経歴証明書についておたずねします。 

運転経歴証明書は、運転者の事故、違反の有無等を証明するものですが、このような証 

明書のあることを、知っていますか。 

１．知っている。    問22へ 

２．知らない。     問23へ 

 

問22 貴事業所では、今までに運転経歴証明書を利用したことがありますか。 

 

１．利用したことがある 

 

２．利用したことがない     問22－２～３へ 

  

〔運転経歴証明書を利用したことがある事業所のみお答えください〕 

問22－１ その利用目的は、次のどれですか。該当するものに、いくつでも○印をつけ 

てください。 

１．新規採用                              

２．社内表彰                              

３．社外表彰(例えば、安全運転管理者協議会等の表彰上申のため)      

４．運行管理                              

５．教育指導                              

６．安全運転管理                            

７．その他(                        )       

 

〔運転経歴証明書を利用したことがない事業所のみお答えください〕 

問22－２ 運転経歴証明書は、安全運転管理に役立つと思いますか。 

１．役立つと思う。 

２．役立つとは思えない。 

３．わからない。                  問23へ 

４．その他（      ） 

 

問22－３ 運転経歴証明書を利用しない理由は何ですか。該当するものにいくつでも 

○印をつけてください。 

１．運転者の承認がとれず、証明書の申請ができない。 

２．申請手続きがめんどう。 

３．事故・違反があれば運転者に申告させるので証明書は不要である。 

４．費用がかかる。 

５．その他(                      ) 

 

－９５－ 

⑱ 
 
 
 
 
 
⑲ 

⑳ 
○21  
○22  
○23  
○24  
○25  
○26  

○27  
 
 
 
 
○28  
○29  
○30  
○31  
○32  



 

問23 貴事業所では、運転者に対し、運転適性検査を実施していますか。実施している場合

は、その頻度を記入してください。(採用時に実施する運転適性検査は除く) 

a．運転専従者に対して 

１．実施している        ヶ月に１回    問23－１へ 

２．実施していない                問24へ 

b．運転兼務者に対して 

１．実施している        ヶ月に１回    問23－1へ 

２．実施していない                問24へ 

 

〔運転適性検査を実施している事業所のみお答えください〕 

問23－１ 実施方法は次のどれに該当しますか。該当するものにいくつでも○印をつけ

てください。 

１．警察の機関に委託している。                     

２．民間の機関に委託している。                     

３．自社内部で実施している。                      

４．その他(                 )             

 

 

 

問24 貴事業所では、業務中の事故・違反の報告を義務づけていますか。各項目の該当する

数字に○印をつけてください。 
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 ○33  
○34～○35  
 
 
○36  

○37～○38  

○39  
 

○40  
 

○41  
 

○42  

○43  
 
○44  

 
○45  

 
○46  
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問25 貴事業所では、過去３年間に業務中に第一当事者となった事故と違反が何件位ありま

したか。不明の場合は、該当欄に不明と記入してください。 

 
(注)年度とは、４月から翌年３月までです。 

事故がある場合    25－１へ 

事故がない場合    26へ 

 

〔過去３年間に事故のあった事業所のみお答えください〕 

問25－1 事故を起した運転者に対して、事故再発防止のための個別指導を行ないまし

たか。 

１．個別指導を行なった。 

２．行なわない。 

 

問26 貴事業所では、車両の運転に対し、次にあげるような許可制度がありますか。ある場

合には該当するものに、いくつでも○印をつけてください。 

１．許可制度はなく自由                             

２．一定の勤続年数以上の者に対して許可                     

３．免許取得後、一定年数以上の者に対して許可                  

４．社内実技試験合格者に対して許可                       

５．運転適性検査による適格者に対して許可                    

６.その他(                   )                 

問27 貴社又は、貴事業所には優良運転者の表彰制度がありますか。 

１．あ る。 

２．な い。       問28へ 

 
 

問27－1 その表彰制度は何年に施行されたものですか。 

        昭和     年に施行 

 

－９７－ 
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○22～○29  
 
○30～○41  

○42  
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○46  
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○48  
 
 
 
 
○49  

 
 
○50～○51  



問28 業務で交通事故を起した運転者に対して、次のような制度がありますか。該当するも 

のに、いくつでも○印をつけてください。 

１．減俸・減給                                 

２．一定期間運転させない。                           

３．配置換えをする。                              

４．損害金の全部又は一部負担                          

５．厳重注意                                  

６．その他(                    )               

問29 貴社又は貴事業所には、次のような管理規定や規則、マニュアルなどがありますか。

ある場合には回答欄に○印をつけてください。又、その規定や規則、マニュアルなどを、

作成した年を記入してください。 

 
 

問30 貴事業所では、安全運転管理のたあに、年間どれ位の費用をかけていますか。各項目

について昭和53年度実績でお答えください。 

 
(注)車両の整備にかかわる費用や安全運転管理者及び運転者の人件費は除く。 

 

－９８－ 

 

○52  

○53  

○54  

○55  
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○64～○66  
 
○67～○69  
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○41～○47  
 
○48～○54  
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問31 貴事業所では、運転者を対象とした朝礼「始業点呼」や終礼(終業点呼)を実施して

いますか。朝礼と終礼の該当する数字に○印をつけてください。 

 
 

〔朝礼・終礼を実施していない事業所のみお答えください〕 

問31－１ 実施しない理由は次のどれですか。朝礼と終礼別に該当する数字にいくつで

も○印をつけてください。 

 
 

 

 

〔朝礼・終礼を実施している事業所のみお答えください〕 

問31－２ 朝礼・終礼の方法、立会人についてお答えください。朝礼と終礼の一方を実施

していない場合は、実施している方にのみ、該当する項目の番号を○で囲んでく

ださい。 
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○62～○63  
 
○64～○65  
 
○66～○67  

問 31－２へ 

○68～○69  
 

○70～○71  
 

○72～○73  
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問32 安全運転管理者、副安全運転管理者あるいは業務の管理者が運転者の免許証の確認を

行っていますか。 

１．毎日行っている。 

２．時々行っている。 

３．行っていない。 

 

問33 安全運転管理者、副安全運転管理者、あるいは業務の管理者が運転者に対する注意事

項を毎日伝えていますか。 

１．毎日伝えている。 

２．時々伝えている。 

３．伝えていない。 
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Ⅳ 次に車両管理の状況についておたずねします。 

 

問34 貴事業所使用車両(レンタカー、リースカーを含む)の仕業点検を毎日実施していま

すか。 

１．毎日実施している。 

２．時々実施している。 

３．実施していない。          問35へ 

 

 

〔仕業点検を実施している事業所のみお答えください〕 

問34－１ 仕業点検は仕業点検表に基づいて実施していますか。 

１．仕業点検表に基づいて実施している。 

２．仕業点検表は使用していない。 

 

 

問35 貴事業所使用車両の鍵はどのように保管していますか。該当するものに１つだけ○印

をつけてください。 

１．責任者が一括して保管し、管理している。 

２．キーボックス等に保管するだけで、出し入れは自由にしている。 

３．運転する者が各自保管している。 

４．その他(具体的に                         ) 

 

問36 貴事業所使用車両の駐車場は、どのように手当てしていますか。該当するものにいく

つでも○印をつけてください。 

１．自事業所内に駐車場を設けている。                        

２．駐車場を借りている。                              

３．その他(具体的に                         )        

 

問37 社有車の私的使用を禁止していますか。 

１．禁止している。                  問38へ 

２．許可制としている。 

３．禁止していない。 

 

 

〔社有車の私的使用を許可している事業所のみお答えください〕 

問37－１ 社有車を通勤用に貸与していますか。 

１．貸与している。 

２．貸与していない。 
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問38 マイカーを業務用に使用させていますか。使用させている場合その台数を記入してく

ださい。 

１．使用させている。      台 

２．使用させていない。           問39へ 

 

〔マイカーを業務用に使用させている事業所のみお答えください〕 

問38－１ 業務用にマイカーを使用させている運転者に対して、次のような諸費用の一

部、または全部を補助していますか。該当するものにいくつでも○印をつけて

ください。 

１．駐車料金の補助(自宅附近の駐車場も含む。)                

２．ガソリン代                               

３．税金                                  

４．保険料                                 

５．点検・車検等の整備費                          

６．車両購入費                               

７．その他(具体的に                    )         

 

問39 マイカー通勤を認めていますか。 

１．認めており、自由である。 

２．許可制としている。 

３．禁止している。             問40へ 

 

 

〔マイカー通勤を許可している場合のみお答えください〕 

問39－1 マイカー通勤者のための駐車場をどのように手当てしていますか。該当する 

ものにいくつでも○印をつけてください。 

１．社内駐車場を用意している。                       

２．会社で駐車場を借りている。                       

３．一般駐車場の駐車料金を会社で補助している。               

４．その他(                      )           

 

 

問40 マイカークラブ(サークル、同好会等)が結成されていますか。 

１．結成されている。 

２．結成されていない。 
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○35  
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○39  



 

問41 貴事業所では、次のような台帳や日報を整備していますか。整備している台帳類にい 

くつでも○印をつけてください。 

１．運転者台帳                                  

２．車両管理台帳                                 

３．仕業点検記録簿                                

４．自動車運転記録(運転日報等)                          

５．点呼記録                                   

６．その他(                      )              
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